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反
ト
ラ
ス
ト
政
策
ム
」
「
保
理
の
原
則
」

越

後

手日

典

一
、
本
稿
の
針
象

=
、
シ
ャ
1

マ
シ
法
の
論
理
構
造
ー
と
「
僚
理
の
原
則
〕

一
二
、
「
保
理
の
原
則
」
の
判
例
的
展
開

匹
、
反
ト
ラ
ヌ
ト
政
策
む
「
新
展
開
」
と
「
保
理
白
眉
即
」

王
、
結
び

1
l反
}
ラ
ス
ト
政
策
の
立
場

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
反
ト
ラ
ス

l
政
策

l
崎
占
封
策
は
、
モ
の
本
格
的
成
立

l
y
ャ
マ
ン
法
成
立
以
来
、
六
十
有
余
年

ω廃
去
を

有
す
る
が
、
こ
の
問
、
調
占
的
企
業
白
取
扱
い
に
沿
い
て
非
力
で
あ
り
、
そ

ω排
除

1
解
惜
は
常
に
骨
抜
品
質
C

に
さ
れ
て
き
た
。
こ
り
こ

と
は
、
既
に
多
数
の
論
者
に
よ
っ
て
も
指
摘
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
ア
メ
リ
カ
の

7
ン
チ
・
ト
ラ
ス
グ
l
の
一
般
的
見
解
は
、
そ

の
原
因
と
し
て
、
民
ト
ラ
ス
ト
法
む
適
用
に
、
「
依
瑠

ω原
則
」
(
吋
巳
。
。
同
目
E
。
ロ
)
士
道
人
し
た
こ
と
に
よ
る
こ
と
を
明
か
に
し
た
d

保
理
の
原
則
の
導
入
に
よ
る
法
解
揮
に
よ
れ
ば
、
企
業
規
模
心
巨
大
さ
は
狽
占
と
同
義
語
て
は
た
れ
、
シ
ャ
!
?
ン
法
第
ご
保
は
、
単

反
ト
ラ
ス
ト
政
策
と
「
僚
理
の
原
則
」

第
七
十
五
巷

五

第
三
時
叫

ブL



反
ト
ラ

λ
t
政
策
と
「
帳
理
。
展
問
」

第
七
十
五
巻

五

第

草草

O 

な
る
規
模
、
凡
は
行
使
さ
れ
た

H
力

D
宿
在
を
罰
し
な
hv
。
豆
大
企
業
白
選
法
性
白
基
準
は
、
被
官
一
か
掠
奪
的
手
段
等
白
競
争
抑
岡
崎
の

不
営
に

(
B
E
G
E
t
-る
そ
の
規
模
、
経
済
力
を
獲
得
、

「
樹
占
せ
ん
と
す
る
意
園
」
を
も
推
定
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
っ
た
。
と
の
結
果
、

手
段
を
以
て
、

行
使
し
た
か
ど
う
か
に
あ
り
、

こ
れ
に

Z
つ
τ法
禁
の

「
悪
い
ト
ラ

ス
ト
」
か
ら
区
別
さ
れ
、
前
者
は
法
認
さ
れ
る
こ
と

K
志
り
、
反
ト
ラ
ス
ト
政
策
は
無
力
作
刊
さ
れ
ざ
る
を
得
な
か
ワ
た
と
い
わ
れ

h
o

い
わ
ゆ
る
「
よ

h
ト
ラ
ス
ト
」
が
、

(1) 

間
占
針
策
が
特
に
反
ト
一
フ
λ

ト
政
策
正
呼
ば
れ
る
の
は
、
一
八
七
九
年
の
日
E
a
R
E
Q
-
-
d誌
の
形
成
以
掃
昨
日
誌
官
。
宮
司
が
調
占
の
典
型
的

形
態
左

L
て
、
世
人
の
注
目
白
的
止
な

p
、
乙
山
形
態
が
向
。
白
E
B
V
4
に
よ
る
司
法
暁
勢
。
た
め
に
浪
落
し
た
後
も
、
凋
占
を
目
的
と
L
、

摘
占
的
傾
向
を
生
ず
る
農
業
上
の
諸
結
合
は
一
般
に
ト
ラ
ス
ト
と
可
ば
れ
る
に
い
た
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ト
ラ
ス
ト
の
定
識
に
り
い
て
は
、
印
。
占

2
凶

E
G
E
E
-
4
E注
目
色
白
σ吋旬。
E
z
-
-
v
o
F
F
E
-
芭
回
由
旬
同

F
H・
同
巳
2
・
冨
田
宮
]
色
官
。
宮
司
。
]
自
宮
島
町
。
白
日
比
〉
且
比
自
民

F
S
J

Z
諮
問
ν
・A
T
品
世
間
。

F
O
B臣
Hkpa
以
前
か

b
g
E
E白
】
同
唱
が
存
在
す
る
が
、
特
に
、
本
法
を
以
て
、
調
占
針
策
の
本
時
的
確
立
の
指
標
と
す
る
の
は
、
政
策
の

基
調
た
る
、
消
費
者
保
護

1
舟
盆
擁
護
と
、
事
業
者
の
不
特
正
競
争
か
ら
の
保
護
と
い
う
ニ
ワ
の
原
則
が
矛
盾
し
な
い
も
の
と
L
て
、
初
め
て
、

本
法
陪
具
樺
化
さ
れ
た
貼
に
注
目
す
る
か
ら
で
あ
る
。
〉
出

E

E
一
宮
喜
善
宮
旨
吾
E

2

4

2

2

F
同
2
3
3
H
H
H
U包
)

参
照
。

開

T
p
m
r
-ロ
凶
作
斗

Em同
p
o
t町
田

E
F
o
d
m
w
H
C
M
H白
℃
七
・
俗
caz-uaω
・
司
HHP52HE9己防
ZPH
円
。
目
r
E
P
Eロ
宮
山

E
Z民
間
以
]
M
4
L
S
4

2
》日目出
I4ω

日∞

?
C
H回目
E
Eヱ
叶
『
ロ

R
-
F
5
L
円
。
目
百
台
民
。
♂

H
2
0・
官
民
自
事
が
代
表
的
。

d=
君之弓刊
FEp民内子Y
巨

mご
U出回“

E
仏司胃FLhのg。自口
g。自自
M
E
(困

Fヴ民.目句
ν

同
回
日
.
凶
∞
匂
∞
4下1
色
-
砕
止A砕FlJ寸ご

可

3)
 

国

S
8
0同】
Hh官
g
g
Z号
0・
自
民
円
。
ロ
唱

H
図。

E
臣
官

z
r
z
m
E
Z
o目
臣
官
2
0ロ
自
EU可
。
同
冨
。
E
曹
司
可
。
d

司一
g
H
E
ω
・同
U
C
H

者
P
5
1
3
5
P
O
E
M
E
E
E
E
G
-
o
g
Z
ロ
E
邑
。
ロ
ム
∞
∞

-
E
'
F
O白
河
内
〈
回
目
由
自
司
目
問
。
白
'
阻
ま
・
)
な
拘
本
稿
共
章
以
下
参
照
。

(2) (日)(4) (6) (5) し
か
し
、
メ

l
ソ

Y
〔
昌
昌
吉
)
も
指
摘
す
る
如
く
、
保
理
の
原
則
。
導
入
に
よ
る
か
か
る
濁
占
の
法
律
的
判
断
、
換
言
す
れ
ば
、



濁
占
を
市
場
に
ゐ
け
る
競
争
制
限
的
行
魚
、
叉
は
摘
占
力
の
誤
用

1
佐
用
か

b
把
掘
ず
る
い
わ
ゆ
る
臣
民
r
E
】)日同

C
H
E
E
2
5件
と

呼
ば
れ
る
も
白
は
、
市
場
支
配
の
側
面
か

b
濁
占
を
把
握
せ
ん
と
す
る
濁
占
D
経
済
準
的
判
断
、
即
ち
、
自
己
r
o
H
E
R
n
E宮
町
民
と

呼
ば
、
れ
る
も
り
と
銑
く
封
立
す
る
。
後
者
は
三
十
年
代
以
降
白
近
代
経
済
皐
白
猫
占
理
動
に
支
持
さ
れ
℃
、
市
場
に
お
け
る
競
争
制
限

的
行
震
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
市
場
支
配
白
機
荷

1
濁
占
(
寡
占
)
白
存
在
そ
の
も
白
を
重
視
し
、
い
わ
ゆ
る
濁
占
的
競
争
を
は
、
シ
ャ

l
T
Y
法
第
二
傍
違
反
と
し
て
認
め
ん
と
す
る
立
場
に
立
ヲ
か
の
如
く
で
あ
る
。
而
し
て
後
述
の
如
く
、
最
近
の
反
l
ラ
ス
ト
事
件
の

判
決
は
、
停
統
的
に
固
執
し
き
た
っ
た
前
者
白
法
律
的
判
断
臼
立
場
の
反
省
か

b
、
後
者
の
経
済
事
的
判
断
の
立
場
へ
の
著
し
い
接
涯

を
示
し
、
最
高
裁
判
所
は
、
規
模
は
遣
反
の
詮
擦
で
あ
る
ば
か
わ

J

で
は
な
く
、
務
占
そ
由
も
由
、
犯
罪
そ
の
も

ωで
あ
る
と
自
立
場
に

移
行
し
づ
つ
あ
る
か
に
み
え
る
o

他
方
、
己
白
傾
向
と
同
時
に
、
反
ト
ラ
ス
ト
政
策
の
貰
施
が
苛
酷
に
す
ぎ
、
か
っ
そ
の
方
向
士
訣
れ
る

も
り
で
あ
る
と
の
批
判
的
見
解
も
ま
た
畳
一
関
し
き
た
つ
む
。
最
近
の
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
反
ト
ラ
λ

ト
政
策
を
め
ぐ
る
論
宰
出
、
か
か

る
判
例
目
新
し
い
傾
向
を
共
諮
り
認
識
基
盤
と
し
、
行
震
か
、
欣
態

1
機
構
か
、
あ
る
い
は
、
最
近
の
判
例
む
傾
向
の
容
認
か
、
体
昨
盟

と
い
う
形
て
争
わ
れ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
、
有
数
競
手
(
司
O

長
巴
-
0
8百
官
官
E
ロ
)
の
理
論
の
政
策
論
的
意
義

は
、
己
白
理
論
が
保
理
白
原
則
の
復
活
要
求
白
た
め
の
、
新
た
な
理
論
的
武
器
と
し
て
、
利
用
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
の

の
原
則
の
復
位
か

(7) 

】K
E
E
f
E己
彼
は
、
法
的
澗
占
封
筒
由
競
字
、
組
神
的
調
占
封
純
梓
競
宇
、
と
し
て
類
別
す
る
。
自
由
競
争
と
は
、
合
法
的
な
鱈
神
活
動
に
従

事
す
る
い
か
な
る
も
の
も
、
国
家
、
競
争
者
間
の
協
定
、
或
は
蹴
手
者
の
掠
撃
的
行
震
に
よ
っ
て
、
そ
の
行
動
を
制
限
さ
れ
な
い
mm
態
で
あ

F
、
純

粋
競
争
ー
と
位
、
買
手
も
買
手
も
、
自
己
の
行
居
叫
に
よ
D
て
賀
民
さ
わ
る
荷
品
の
促
特
を
支
配
す
る
ζ

止
の
で
き
な
い
よ
う
な
市
場
駅
鵡
を
さ
す
と

い

Y
っ
。
従
円
ノ
て
法
的
澗
占
(
競
争
制
限
)
と
経
神
間
的
湖
占
(
支
場
主
配
)
は
呉
る
と
ナ
る
。
な
布
、
関
与
三
M
V
P
吾

参

照
U

H
C
自
慢
。
r白
百
三
出
。
。
ロ
o
E
E
O片
岡
目
官
民
主
日
目
官
E
E
P
H
ω
ω
ω
I
出
・
戸
口
E
B
宮崎』
EU-HAwn
、H
y
g
q
o同
日
Q
E
E
E
H
O
円
。
旨
官
E
S
L
ω
自

民
世
、
賃
笹
的
研
究
と
し
て
国
R
W
富
島
区
E
E
U
吋
宮
旨
O仏
O
B
F唱。
E
Z
O回
目
白
吉
田
円
。
】
VB官
E
V
忌山中・

JH4
耳
出
口
固
に
よ
る
諾
調
査
、

(8) 

反
ト
ラ
ス
ト
政
策
と
「
僚
理
由
原
則
」

第
七
十
王
雀

王

第
一
一
一
就



反
ト
ヲ
ス

t
政
策
〉
」
「
保
理

ω
原
則
」

五
回

第
七
十
五
巻

第
三
由

(9) 

戸
田
・
口
.
‘

1
円

JE
浮

E
己
記
m
t
F
o
b
H
D伶
E
出
。
。
口
。
自
リ
ヨ
山
口

ω叫
が
注
目
さ
b
る
が
、
乙
れ
与
の
研
究
の
揖
摘
す
る
結
果
は
、
「
ア
メ
リ
カ
経

済
に
お
い
て
は
、

EM問
。
雪
守
が
一
般
的
む
形
態
で
あ
る
、
」
と
い
ろ
貼
で
あ
る

G

ベ
イ
シ
「
慣
絡
・
生
産
政
策
」
、
ガ
ル
プ
レ
イ
ス
「
調
占
左
経

神
集
中
L

(

現
代
経
済
事
の
展
望
・
政
策
筒
)
参
照
。

例
え
ば
、
国

5
5
E
m
〉仏
41Mmod
口
0
5
2ご
出
向
。

nzdB
口
。
百
官

E
S
P
H
ω
臼

凶

。

R
V
B
V
2
5
一
司
E
R
m
L
k
g
z
z戸込

H
L
O
m
E
P
C
Q
3
(
8
冨
R
F
F

同
Z
H
U山
胆
)
は
と
の
見
解
の
代
表
的
な
も
の
。
許
し

E
は
別
稿
に
致
表
の
強
先
。

代
表
的
な
前
世
と
し
て
は
、
同
2
8
4コ
冨
富
品
。
】
司
自
己
R
n
v
o
由
。
B
E
〉
op
司
2
R
2
宮町唱。

zu(自
E
H
J
F同

HC宇
)
と
、
】
0
5

m
g
r
z
g
u
昌
♀
E
1
1
L
P
E
Z
E
B
B
-〉
宮

寺

t
E
h
f
問
。
昔
話
、
(
主
-
E
H
L
E
同
雪

]
Z
U
)
及
び
叶
y
n
E
B
E
。
同
旨
寄
E

k
g
(旨
凶

M
r
o
p
F
4・
ロ
R
-
E間
同
)
に

ho
け

る

『

4
E
の
、
言
注
目
切
の
批
判
及
び
反
批
到
。
ま
た
言
】

5
E
S
μ
ご
同
H
n
a
p
-。

。
同
同
EU6ロョ

4
4
2
E
E
O
E
E日
民
主
ち
回
目
君
、
。
円
E
Z
O
H
F
E宮
q
u
(目
白
・
〈
a
n
F
E
F
2・
E
E・
)
に
お
け
る
前
註
C
唱
官
早
R
E
論
文
批
列
が
あ

る。調
占
的
競
争
の
理
論
に
、
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ク
な
基
準

ov導
入
す
る
こ

εに
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
有
数
競
宇
の
理
論
〔
そ
の
概
念
に
ヲ
い
て
は
、

]
冨
・
口
』
日

Y
4。
dE己
P
円
S
R
1
L
4
0
F
m
z。
円
。
冒
官
5
5
p
(回
目
白
巳
唖

E
p
o
F
n
E
内

8
5
H
a
H
E
5
5
J
Eち
'
】
V

・品目

U
a
Z
8
A
)

参
照

νι
、
阿
一
の
用
誌
を
も
ワ
、
異
種
類
白
物
資
生
産
者
、
或
は
産
業
聞
に
行
わ
れ
る
競
容
を
草
加
し
、
巨
大
企
業
の
か
が
、
と
の
競
争
の
推

進
者
た
P
う
る
み
」
し
、
間
占
的
・
寡
占
的
カ
の
圭
盟
主
、
現
代
民
主
々
義
的
資
本
主
義
の
健
全
性
及
び
安
定
性
k
u
m
両
立
す
る
と
左
を
論
誼
せ
ん

と
す
る
も
白
で
、
こ
れ
を
拍
「
る
政
策
論
争
は
、
別
稿
に
お
い
て
灘
表
の
抽
出
定
。
な
お
有
投
競
争
理
論
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
は
、
同
・
同

-
F

F
E
F
・
〉
g
R肩
書
門
戸
宮
S
E
F
H
3回
目
'
出
口
一

M
E
F己
、
民
間
出
口
回
目
凶

P
E誌
が
あ
る
。

(1申ω 己
と
に
h
d
h
r

て
、
本
稿
は
、
反
ト
ラ
ス
ト
政
策
史
を
貰
〈
、
基
本
的
争
賠
で
あ
る
と
共
に
、
現
在
の
政
策
論
争
の
焦
黙
で
も
あ
る
保

理
白
原
則
の
、
判
例
理
論
的
検
討
を
ふ
ま
え
て
、
そ
の
理
論
的
意
義
を
明
確
に
し
、
己
白
課
題
逐
行
の
温
程
て
、
反
ト
ラ
ス
ト
政
策
の

本
質
把
握
の
問
題
に
も
ア
プ
ロ
ー
チ
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
問
題
の
力
結
は
、
反
ト
ラ
ス
ト
政
策
の
構
造
と
僚
理
由
原
則
と
白
蓮

繋
主
、
そ
の
論
理
的
原
型
に
お
い
て
把
揮
し
た
上
て
、
保
習
の
原
則
が
後
背
に
退
h
v

た
と
h
v

わ
れ
る
四
十
年
代
以
降

D
判
例
の
中
て
、



モ
D
蓮
繋
の
在
り
方
を
迫
求
し
つ
つ
、
偉
統
的
7
y
チ
・
ト
ラ
ス
グ

l
の
基
本
的
立
場
を
浮
彫
に
ず
る
こ
と
に
お
か
れ
る
。

反
ト
ラ
ス
ト
政
策
は
、
ト
ラ
ス
ト
に
封
す
る
法
的
規
制
の
形
態
を
と
る
が
、
数
多
加
ト
ラ
ス
ト
闘
係
諸
法
令
の
う
ち
、

h
y

ャ
l
マ
y

法
が
そ
の
中
心
を
な
し
℃
い
る
。
グ
レ
イ
ト
ン
法
は
、
二
つ
の
新
教
義
を
採
用
す
る
己
と
に
よ
り
、
連
邦
取
引
委
員
合
法
は
、
こ
の
委

員
舎
設
置
に
よ
る
違
反
事
件
庭
理
の
霊
期
的
形
態
を
設
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
シ
ャ

l
マ
Y
法
の
不
備
を
)
お
ぎ
な
う
補
充

僅
か
に
ご
僚
か
ら
な
れ

J

、
第
一
僚
で
取
引
の
制
限

本
稿
て
官
接
問
題
に
た
る

立
法
白
地
位
を
占
め
る
に
す
ぎ
た
い
。

へ
同
昌
吉
一
見
。
ご
自
身
)
の
、
第
三
僚
で
凋
占
す
る
こ
と

(
E
E。
町
長
E
Z
S
)
の
禁
止
を
規
定
し
て
い
る
。

シ
ャ

I
マ
y
法
は
賢
惜
規
定
と
し
て
は
、

の
は
、
第
二
僚
で
あ
る
。
た
お
同
法
は
二
つ
の
質
種
規
定
を
有
す
る
が
、
こ
れ
を
統
一
す
る
基
本
的
理
念
は
自
由
競
宰
の
維
持
に
お
炉

れ
、
雨
規
定
は
、
こ
の
理
念
蓮
成
の
た
め
の
傑
件
と
し
て
把
握
さ
れ
か
u

(目)

関
係
立
法
中
、
禁
止
法
令
は
、
連
邦
立
法
。
み
で
も
立
の
如
L
。

岳
民
間
E
K
E
H
g
0・
4
E
E
P
J
E
Z
R
〉
民
民
E

合
』
件
。
己
〉
2
5
F
F
首
位
骨
、
吋
旨
b
o
p苦
言

M一白星白〉合同

]ωHP
口正
E
C
Z
-
u
R
E
s

hwnH
巴
5
・
岡
山
骨
日
H
4弘
R

F喝
の
司
〉
O
H
5凶Q
U
阿
川

R
Z品
目
白
日
。
or百
四
仏
∞
〉
2
E
M
H
L
u
o吉岡
MM6白
石
間
百
E
ロ問。

krh同
E
凶H

d廿
FF刊
司
B
己
居
間
臣

官
官
岳
〉
a
E
S
-
F
E
r
巴
nm自
由
ow
〉
♀
巴
ぉ
・

D
E
S
E
E
E
〉
の
ご
む
官
、
司
ロ
E
5
5
=若
〉
己
巴

8
・
宮
q
n
r
E
Z
F
E
〉且

EAW0・

HH。Z
E
E
l
E
E
E
k
r
h四

z
g・
4〈
s
-
p
o仏
臣
官
円
一
戸
亘
自
問
〉
耳
目

cs・
20・

間
取
引
の
制
限
が
一
産
業
会
挫
で
は
な
〈
、
そ
の
一
部
分
に
お
け
る
も
の
で
あ
ワ
て
も
問
題
に
す
る
こ
唱
と
が
で
き
る
こ
左
。
納
競
争
を
質
宜
的
に

減
殺
し
、
も
し
〈
は
、
調
占
を
生
ず
る
お
そ
れ
あ
る
と
き
に
も
、
問
題
に
す
る
と
と
が
で
き
る
と
を
。
】
凶
鳥
羽
白
骨
・
冨
E
M
F
S
m
p自
官
岳
E
P

右
吉
田
ν

H

呂
田
を
参
照
。

(1高

反
ト
ラ
ス
ト
政
策
と
「
保
理
由
原
則
」

第
七
十
五
春

1 

五

第

器



反
ト
ラ
ス
ト
政
策
k

つ
保
理
の
原
則
」

第
七
十
五
巻

一
五
六

第

按

四

ハ
旬

。ahF0・
戸
国

g
q
gロ仲間
R
F
E
E
Z
E
C
Cロ
E
p
o
p
E
a
昨
日
呉
官
。
F
O
Eロ旬、

2
E自由記
E
P
F
E
B
E
E
E
。崎町
P骨

2
2
E
E
R
2
2
5品

F
O
E耳
旦
回
目
見
B
2
5
F
h。おお
D
E
g自二
ω
r
s
S
白百
]
n
E
E
Z
告
。
四
回
]
ョ
自
由
E
日

CD-(HEQ)

=
田
宮
・
回
国
語
同
吋
町

Z
E
d
-
r
o
m
E
=
E
5図。旬。出
N
9
2
2目
}UE。
2
n
自
4
5
5
F
E〕Z
吾
日
唱
ロ
OD
。門司
0
2
2
ω
Z
E
8
0唱。
EN町
長
『
宮
町
付

。町

F
O
町民
0
2
E
E旨
自
E
a
M
E自
問

F刊
印
。
〈

a
p】

出

向

P
E
E
-
2
5
F
Fロ
m
M
E
Z白田、

mrp己
ず
ぬ
ら
耳
目
邑
白
色
々
コ
凶

α
m
B
F
目
白
む

(HEO)

な
お
邦
語
課
は
、
臨
時
産
業
合
理
周
「
カ
ル
テ

λ
-
T
ラ
ス
ト
に
闘
ず
る
各
国
立
法
例
」
よ
(
昭
和
十
一
年
一
一
一
月
)
を
参
照
。

H
S
-
Eロ
u

〉
吋
克
己

H
o
m
E
F
O
〉旬片岡円

E
F
H
F
E
3
4
0】

H・
E
B
司
悶
記
官
E
目・

。司江田と
こ
ろ
で
、
理
念
と
傑
件
の
聞
に
は
明
白
な
矛
一
局
が
存
す
る
。
何
と
な
れ
ば
、
自
由
競
争
は
必
然
的
に
瀦
占
を
生
み
だ
す
、
し
か
る

に
、
自
由
競
宰
D
維
持
を
眼
目
と
し
な
が

b
、
モ
白
必
然
的
所
産
主
禁
ず
る
と
と
は
、
原
因
を
好
ま
し
い
刊
と
し
た
が
ら
、
結
果
を
非
難

す
る
こ
と
に
他
念
ら
な
い
か
ら
で
あ
か
u

し
か
も
、
シ
ャ

7
y
法
は
、
か
か
る
基
本
的
。

v
y
マ
を
あ
ら
か
じ
め
意
識
し
て
制
定
さ

れ
た
も
の
て
は
た
い
。
首
時
の
経
済
思
想
に
よ
れ
ば
、
自
由
競
宰
経
済
は
、
い
わ
ば
自
然
法
別
で
あ
り
、
ト
ラ
ス
ト
に
よ
る
瀦
占
は
、

巨
利
を
博
そ
う
と
す
る
伺
人
的
な
「
不
常
行
鴛
」

(
d
q
B
口
問
問
ロ
〕
宮
門
)
に
他
な
ら
ぬ

自
由
競
争
を
作
得
的
に
妨
げ
る
と
と
に
よ
っ
て
、

と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
従
づ

τ猫
占
は
、
安
本
主
義
経
済
の
必
然
的
所
産
て
は
た
く
、
い
わ
ば
、

他
右

b
h叫
」
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
ロ
こ
ζ

か
b
、
園
家
は
、
一
小
公
正
友
競
争
抑
墨
白
諸
手
段

i
取
引
制
限
行
震
を
禁
止
す
る

「
容
易
に
治
療

ω可
能
た
皮
膚
病
に

己
と
応
上
っ
て
、
摘
占
の
形
成
士
山
山
止
せ
ね
ば
な
b
ぬ
し
、
ま
た
モ
れ
は
可
能
で
あ
る
こ
と
、
及
び
訟
を
犯
し
て
形
成
さ
れ
た
濁
占
は

解
瞳
吐
ね
ば
な

b
ぬ
こ
と
、
等
の
結
論
が
生
れ
る
。
シ
b

l

T

V
法
は
と
り
も
な
お
さ
ず
こ
う
し
た
経
済
思
想
白
所
産
に
ほ
か
な
ら
た

ν3 
o 

。国側

F
O
S
F
4
Z
E】
何
回
自
民
邑
〉
巳

E

E
〉
L
E
(〉
居
間

B
ロ
同
雪
印
戸
市

F
E
O
(同一
ω

)

)

同
日
記
」
F
S
F
b
討
巴
』
〉
ロ
Z
E品
目

〉

2
5
P
H
C
邑
ャ
。



回)

間
口
・
四
回
目
。
E
-
肘

B
E
E宮
町
。
]
H
4
F
4
m
w
H
司
自
問
虫
弱
々
、

EAESMM・-∞。.

シ
ャ

1

T

Y
訟
は
後
ド
、
反
問
制
占
法
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
「
競
争
方
法
心
規
制
法
」
に
笈
小
化
さ
れ
、
取
引
制
限
行
潟
規
制
の

複
雑
な
法
問
閥
系
に
登
展
す
る
に
室
ワ
た
が
伊
そ
の
後
展
方
向
は
、
既
に
殻
端
か
ら
、
以
上
の
反
ト
ラ
ス
ト
法
の
論
理
構
造
に
規
定
さ
れ

て
い
た
と
い
ワ
て
も
過
言
て
は
な
い
。
こ
れ
を
僚
瑠
の
原
則
と
の
闘
係
に
お
い
て
指
摘
す
る
に
、
判
例
理
論
史
上
、
第
一
僚
の
取
引
制

限
行
鴛
に
封
し
て
は
、
法
の
遁
用
は
厳
格
で
あ
り
、
債
格
、
生
産
量
、
市
場
等
に
ワ
」
刊
日
刊
の
協
定
は
、
首
仲
間
に
護
法
(
ロ
-o
町
五
日
〕
耳
目
〉

と
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
己
れ
ら
緩
h
結
合
。
。
。
百

B
目
立
白
星
。
富
)
が
、
取
引
を
制
限
し
、
直
接
的
に
競
争
を

幻

抑
摩
す
る
こ
と
が
、
明
白
で
あ
っ
た
か

b
に
他
な

b
注
目
「
。
我
々
は
、
己
の
判
例
士
、
ト
ラ
ン
ス
・
ミ
ー
リ
ー
協
曾
事
件
、
ア
デ
ィ
ス

n
 

ト
y

・
パ
イ
プ
事
件
を
は
じ
め
と
し
、
ト
レ
ン
ト
ン
・
ポ
ッ
テ
リ

1
1
、
ソ
」
ニ
イ
・
ず
ァ
キ
ュ
ム
等
の
各
事
件
、
即
ち
反
ト
ラ
ス
ト

Mm 

政
策
史
む
金
時
代
士
通
じ

τ、
う
か
が
う
と
と
が
で
き

ε
f

湖

国

田

宮

r
B
E
E
-仏

制
】
S
ω
O
E目
r
s
p
p。
目
と
は
、

nFO凶旬。。
P
E
E
-
s
に
封
ず
る
一
般
的
用
語
1
c
L
C
、
プ
ー
ル
、
産
業
謹
合
曾
撃
の
カ
ル
テ
ル
一
形
識
を
持
L
、
後
者

は
、
ト
ラ
ス
ト
・
プ
ロ
パ

1
、
持
株
曾
位
、
資
産
保
有
官
祉
、
年
目
所
謂
貴
義
の
l
ラ
ス
ト
を
指
す
。

-
P
E切!昌
E
S口
町
E
m
z
k
p
E
S
E
5ロ
〈
巴
-
P
H
2
巴

F
凶
包
(
同
盟
斗
)
本
件
は
運
賃
協
定
に
由
ず
る
訴
訟
。
判
決
は
「
i
v
ヤ

1

マ
シ
法

第
一
俸
は
、
取
引
を
制
限
す
る
あ
ら
ゆ
る
契
約
を
違
法
正
ず
る
、
そ
の
制
限
が
妥
賞
で
あ
る
正
不
首
で
ι

あ
る
T

と
を
問
わ
な
い
白
」
正
し
た
。

ロ
∞
司
〉

Eu己
自
白
官

m
w
p匝
日
ロ

r
∞
u
F丘
・
回
目
・
(
H
S
C
)

本
件
は
販
路
協
定
に
到
す
る
訴
訟
。
タ
プ
ト
判
事
は
「
コ
毛
ン
・
ロ
ー
が
、

合
法
正
認
め
た
取
引
制
限
契
約
は
、
車
に
附
帯
的

(
E己
z
q
)
た
る
に
唱
と
ど
ま

p
、
主
た
る
目
的
た
る
契
約
の
合
法
的
数
果
を
保
置
す
る
場
合
に

の
み
許
さ
れ
る
。
そ
の
度
を
こ
え
る
も
の
申
、
主
た
る
目
的
が
取
引
制
限
自
睡
で
あ
る
と
き
は
違
法
で
あ
る
」

1
c
L
、
保
理
由
原
則
導
入
を
否
認

し
た
。

戸十日

-
F
4
m
g
n
g
F
E耳
切
口
。
、
時
ω
口
出
自
凶

(
H
U
N

叶
)
本
件
は
債
格
協
定
の
撞
法
を
剣
ず
。

ω ~~ 凶

ス
1
ト
ン
判
事
は
「
す
べ
て
の
個
持
協
定

反
ト
ラ
ス
ト
政
策
と
「
帳
理
の
原
則
」

第
七
十
五
巻

五
七

第

器

五



反
ト
ラ
ス
ト
政
策
左
つ
保
理
の
原
則
」

第
七
ト
五
巻

一
五
八

第
三
麗

~ 
J、

申事

。
目
的
及
世
結
果
は
、
そ
の
設
果
が
あ
れ
ば
、
競
磐
田
一
ワ
の
形
叩
排
酷
で
あ
る
。
安
営
に
行
使
さ
れ
よ
う
と
、
し
ま
い
と
、
慣
絡
を
決
定
す
る

力
は
市
場
を
統
制
す
る
力
と
、
掠
輩
的
か
ワ
、
不
官
な
間
格
を
つ
〈
る
力
と
を
合
む
。
今
日
設
定
さ
れ
る
妥
宮
古
倒
絡
も
、
経
済
及
び
事
業
の
踊
出

動
に
よ
っ
7
、
明
日
の
不
首
な
偵
格
と
な
A
V

か
も
し
れ
な
い
。
」
印
ち
不
賞
な
カ
の
行
使

l
行
偶
で
は
な
〈
、
そ
り
行
震
の
潜
在
的
可
悟
性

l
欺

躍
を
宜
頑
仁
、
保
理
の
原
則
の
導
入
を
拒
否
し
た
。

己
・
出
戸
田
ono昌
寸
μ
E
E
M
O口
内
0

・
F
F
日
HO
巴
叩

H
U
U
(
出
品
口
)
本
件
に
担
い
て
も
、
「
四

O
年
以
上
、
宮
裁
判
所
は
、
常
に
例
外
古
〈
、

シ
ャ

1
マ
y
法
下
に
お
け
る
憤
絡
協
定
は
巴
品
丘
町
包
括
で
あ
P
、
そ
の
協
定
に
よ
っ
て
、
避
け
よ
う
と
さ
れ
て
い
る
競
争
の
害
悪
圭
一
市
す
こ

と
は
、
何
年
抗
鼎
と

L
C
投
立
つ
も
の
で
は
な
い
と
の
原
則
を
岡
持
し
て
き
た
。
」
「
伺
格
協
定
位
、
経
済
の
中
枢
組
識
に
鈎
す
孟
描
質
的
、
潜
在

的
脅
威
の
故
に
す
べ
て
禁
止
さ
れ
る
」

E
謹
ベ
た
。

但
し
、
〉
市
町
長
n
E
E
C
ι
F
n
4
4
司
日
・
日
目
∞

c
m
日
中
山
(
目
白
面
白
)
で
位
、
「
泊
費
市
場
に
お
町
る
石
茨
の
債
格
を
決
定
し
う
る
力
を
有
し

な
い
本
協
定
位
遣
法
で
な
い
L

唱
と
し
、
過
剰
生
置
に
憎
む
所
謂
巴
の
r
E皆
凶
門
片
叫
が
市
場
の
混
凱
を
防
止
す
る
た
め
に
、
債
格
協
定
を
行
う
と
と

を
認
め
た
が
、
乙
れ
比
例
外
的
で
あ

p
、
一
般
の
先
例
内
と
は
な

p
え
な
い
止
さ
れ
る
。
詳
し
〈
位
、
の
当
日
件
。
ロ
ユ

Z
〉
宅
】

E
gロ
色
町

F
5
8

〉
R
E
Z
M
E
m四
E
E
3
E日
こ

s
m
t
F
E
M可
E
Q
E
-
u
F民
E
E
(】
ト
符

Q
且
何
回
下
町
g
c・〈。一
4
口
出
。

H
V
E
)・
毛
色
冨
〉
皆
E
ど

ま

F

(
お
・
〈
巳
o
F
同
2
Z
Q回
目
E
H
C
R
-
)

自骨こ
D
反
面
、
同
じ
反
ト
ラ
ス
ト
法
の
理
論
か
ら
、
第
二
僚
白
濁
占
禁
止
に
つ
い
て
は
、
後
述
の
如
〈
、
正
賞
左
方
法
て
企
業
規
模
を

抜
大
す
る
行
矯
は
遣
法
て
は
な
く
、
ま
た
獲
得
さ
れ
た
規
模
は
、
そ
れ
が
如
何
に
巨
大
で
あ
っ
て
も
、
不
公
正
な
競
争
抑
底
の
手
段
と

し

τ利
用
さ
れ
た
い
限
り
違
法
て
は
な
い
、
と
い
う
僚
曜
の
原
則
の
適
用
が
蹄
結
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
査
し
、
殺
上
の
反
ト
ラ
ス
ト
法

の
論
理
か
ら
す
れ
ば
、
担
制
占
は
優
れ
た
事
業
方
法
に
よ
る
劣
者
白
排
除
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
正
常
友
競
等
方
法
以
上
の
不
営
た
一
蓮

の
方
法
、
行
潟
に
よ
っ
て
、
形
成
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
か

b
で
あ
ら
。

帥

〉ハ
E
E
E
日
F
B問
E
E白
自
白
〉
ロ
草
EaFHHOW(σω
・
白
川
完
〈
「
同
2

E
色
目
ν
日
叶
)

以
上
の
如
き
、
第
一
候
と
第
-
一
僚
の
遮
用
に
治
け
る
緩
巌
の
相
還
に
つ
い
て
、
従
来
、
諸
家
は
次
白
如
く
説
明
し
て
い
る
。

「
久
し



き
に
わ
た
り
、
確
立
さ
れ
た
共
謀
理
論
の
惇
統
に
よ
る
こ
と
も
、
さ
る
己
と
一
な
が

bi---
裁
判
上
の
心
理
遁
程
に
お
い

τ、
か
た
い
結

合

(

合

同

2
2
2
z
E
B
)
を
遣
い
?
し
て
解
散
さ
せ
る
と
と
、
営
一
喜
一
時
計
に
経
済
的
費
動

(
3
5
E
r
色
Eぐ
と
を
地
ぜ
し
め

産
業
蓮
A
口
の
解
散
は
、
比
較
的
簡
単
で
あ
る
と
い
う
結
果
に
劃
す
る
顧
慮
に
も
よ
る
。
」
ま
た

る
h
s

モ
れ
が
あ
る
が
、
協
定
の
廃
棄
、

企
業
規
模
の
大
な
る
こ
と
が
、
現
代
の
産
業
技
術
D
逢
広
と
設
率
達
成
に
必
要
た
保
件
で
あ
る
、
と
い
よ
い
見
地
か
戸
口
、
第
二
僚
に
封
ず

る
保
理
の
原
則
を
、
自
由
競
宰
縦
持
と
放
率
維
持
白
雨
要
請
白
調
節
の
問
題
と
し
て
論
じ
る
率
者
も
あ
叩
旬
。
前
者
む
見
解
に
つ
い
て
は
、

背
臨
時
に
あ
た
る
黙
も
あ
る
が
、
問
題
は
盟
に
か
か
る
政
策
的
願
庶
民
っ
き
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
後
者
の
見
解
に
つ
い
て
は
、
巨
大

規
模
が
現
代
技
術
の
利
用
、
大
量
生
産
の
致
率
達
成
の
た
め
白
必
要
な
保
件
ゼ
あ
る
こ
と
を
賢
詮
す
る
に
足
る
科
畢
的
研
究
は
、
未
だ

存
十
位
し
な
い
と
し
、
立
論
の
資
料
と
し
亡
は
、
友
島
断
片
的
で
あ
る
が
、
こ
れ
と
反
相
自
の
事
買
を
詮
閉
し
て
い
る
撃
者
も
あ
い
若
干

の
祭
賄
が
あ
る
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
か
か
る
理
由
も
さ
る
こ
と
た
が

b
、
よ
り
木
質
的
に
は
、
前
諸
の
如
く
、
猫
占
ナ
る
己
と
(
E
8
0

3
F
E巴
を
自
由
競
争
に
劃
す
る
不
公
正
た
競
手
抑
犀
行
震
に
沿
い
て
把
握
す
る
反
ト
ラ
ス
ト
法
の
理
論
構
法
自
髄
の
中
に
、
そ
白
根

擦
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

同申8

回

向

吋

E
E
-
E血
F・
口
白
血
自
一
ロ
ヨ
ロ
ロ
同
月
旦
自
白
〉
国
2
2口
開
員
。
自
〕
F
H
U白
℃
・
回
目

。
出
国
己
主

4
5
ニ)
E
O
E
C
B
旨
E
P
A
F
E
g
m
司
z

t
出
。
君
。
官
官
民
ロ
盟
N
P
E
E目
u
戸
〉
E
E
U
F
E・匂

Z
な
布
、
前
註
の

5
1

同E
E
E
E官
立
ち
ロ
の
理
請
を
唱
導
す
る
畢
者
位
、
い
ず
れ
も
こ
の
立
場
に
た
っ
。

区
s
m
u
t
ロ
FF自
居
。
h
E
E
Z
K
E
r
(品
目
〉
百

-
F
S
F
4
唱
∞
読
む

W
E
E
-
己
0
2
E
-
0
0同
国

2
5回
、
=
(
呂
苫
-oF・
同

04・)

UF
、
そ
の
代
表
的
な
も
の
ロ
な
お
、
巨
大
企
業
U

・
s-
ス
チ
ー
ル
が
、
設
曜
の
模
範
で
は
主
い
と
い
う
黙
を
諭
ビ
た
も
の
と
L
て
、
叶
2
5
5日可

。町田
Mma・
F
R
r
E
m
h
問
伶
耳
目
白
切
ピ
止
Q5Mvzrg自
国
告
白
。
自
由
E
身
。
片
足
。
図
。
司
o
q
M
M
0
4
4
2
t
F
O
国自由内、。目自山一昨昨日

S
F
o
H
z
p
n
u
q・∞日

巳
口
。
品
・
日
仏
-FE--uFH〈-〉
a(H80)
目
を
参
照
。
詳
し
〈
は
別
稿
に
愛
表
。

側

反
ト
ラ
ス
ト
政
策
と
「
保
理
の
原
則
」

第
七
十
五
巻

五
ブL

第

按

じ



反
ト
ラ
久
ト
政
策
と
「
保
理
の
原
則
」

第
七
十
五
巻

一六
O

第

埠

八

反
ト
ラ
ス
ト
政
策
史
上
、
保
理
心
原
則
の
導
入
は
古
く
、

法
制
定
以
来
、
買
に
二
十
年
聞
は
、
保
理
白
原
則
が
翠
入
宮
れ
る
に
hv
た
ら
な
か
っ
た
が
、
し
か
し
己
の
問
、

占
に
劉
し
℃
は
、
最
初
か
ら
全
く
通
用
さ
れ

τい
な
か
っ
た
事
情
を
、
併
せ
考
慮
す
べ
き
で
あ
ら
溺
占
に
封
す
る
訴
訟
が
活
液
に
提

起
さ
れ
始
め
た
の
は
、
セ
オ
ド

7
・
ル
ー
ズ
ず
ェ
ル
ト
の
就
任
以
後
(
一
九

O
一
|
九
)
て
あ
わ
サ

γ

こ
れ
が
判
決
心
大
部
分
は
、
更
に

そ
れ
以
後
の
時
代

κ属
す
る
。
従
っ
て
、
保
理
白
原
則
は
、
質
質
的
に
は
繍
占
に
劃
す
る
法

ω
遁
用
と
同
時
に
導
入
さ
れ
た
と
い
り
て

一
九
一
一
年
の
ス
グ
ン
グ

l
F
・
オ
イ
ル
事
件
に
始
ま
る
。

シ

ャ

マ

ン

Y

ャ

1

7

y
法
が
狽

過
一
回
ゼ
は
志
い
。

S
E
M
M
B
F
4司
上
、
謹
告
と
さ
れ
た

Z
E
官
』
官
同
に
代
る
も
の
唱
と
し
て
再
編
さ
れ
た
持
株
令
止
に
針
し
、
止
匿
の
規
律
は
州
の
粧
限
忙
属
す
る

と
の
理
向
で
、
シ
ャ

1

マ
シ
訣
目
適
用
さ
れ
ず
、
(
肘
ロ
・
阿
国
防
四
時
副
作

E
m
p
H
∞c
p
)
Y
ッ
キ
ン
レ
1
大
統
領
以
下
の
巨
大
企
業
に
謝
す
る
寛
大
な

態
度
も
加
わ

p
、一プ'九九一一二』年ヰの∞留持
E
世同乱仏

DE即巴』
E
凶
足
ゐ
主
で
に
阿
法
が
持
株
官
枇
に
誼
用
さ
れ
tた花のは、偉に汽巴出。同尽己丙応同

】冨む口

2除
一
件
で
島
つ
ゆ
托
陀
@

ル
ー
ズ
ず
ェ
ル
ト
の
任
期
中
戸
七
年
宇
)
四
四
件
、
タ
ク
ト
の
任
期
中
(
四
年
)
九
O
件
、
ウ
イ
ル
ス
ン
の
第
一
期
三
凹
件
で
あ
る
。

7
P
E
-

-HJEω
骨

阿

川

EV]の
E
E
F
o
d
p
H
C回
回

目

V

∞∞

ス
タ
ン
ダ
ー
ド
・
オ
イ
ル
事
件
に
導
入
さ
れ
た
保
理
の
原
則
は
、
首
席
判
事
ホ
ワ
イ
ト
(
宅
Z
Z
)
に
よ
り
次
白
如
く
述
べ
ら
れ
た
。

「
取
引
制
阪
な
る
語
は
、
コ
モ

ν
・ロ
1
(
g
s
E
O目
F
4
4
)

上
、
不
常
に

(
Z
E
S
麓
宇
一
世
制
限
し
、
も
し
〈
は
、
木
首
に
取
引
の

E
常
な
経
路

を
妨
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
公
共
の
利
益
を
侵
害
す
べ
く
符
わ
れ
る
か
、
又
は
、
そ
の
間
有
の
陀
質
、
も
し
く
は
、
影
響
の
故
に
、
右
害
に
取
引
を
制

限
す
る
行
矯
、
契
約
、
協
定
、
結
合
を
意
味
L
、
現
に

5
0自
E
法
的
こ
の
語
も
、
車
に
同
憾
な
意
味
を
も
つ
こ
と
宇
窯
因
し
た
も
の
で
あ
る
。
自

由
な
取
引
を
妨
げ
た
り
、
債
絡
を
吊
り
上
げ
た
り
し
て
、
会
長
の
利
益
を
害
L
た
り
、
個
人
の
耀
利
を
制
限
し
た
り
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
契
約
、

申。8め



又
は
行
矯
を
法
は
禁
ず
る
白
で
あ
っ
て
、
間
箆
百
な
方
法
を
以
て
、
自
己
の
利
盆
を
靖
謹
し
た
り
、
ま
た
は
皆
議
を
裂
展
せ
し
め
る
た
め
の
行
矯
又
は
契

約
を
禁
ず
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
一
足
地
か
ら
前
ず
る
に
、
ス
タ

y
F
I
ド
・
オ
イ
ル
の
石
油
産
業
支
配
は
、

E
常
な
事
業
護
民
の
結
果
と
し
て
得
ら

れ
た
も
白
で
は
な
く
、
件
2
M
m
件
や

r
o
E山
口
同
口
?
の
如
才
、
琵
柔
支
配
の
目
的
の
た
め
に
、
新
に
築
出
さ
れ
た
結
ム
n手
段
に
よ
っ
て
謹
成
さ
れ
た
も
の

で
あ
り
、
そ
こ
に
、
他
人
世
股
引
か
ら
排
除
L
、
産
業
支
国
守
維
持
せ
ん
と
す
る
意
固
と
、
目
的
母
二
陣
の
指
定
が
可
能
と
な
る

U

而
し
て
、
こ
の
猫
占

と
収
引
制
限
の
腎
固
と
目
的
は
、
ス
タ

ν
F
I
ド
・
オ
イ
ル
が
ト
一
ア
ス
ト
形
成
の
前
後
に
わ
た
り
採
用
し
た
運
寅
差
別
、
慣
格
切
下
げ
、
市
場
分
割
等

の
木
『
公
正
な
手
段
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
。
(
力
騎
は
筆
者
)

こ
の
判
決
の
も
つ
重
要
な
意
義
は
、
シ
ャ

l
マ
ン
法
第
二
僚
の

も
、
そ
の
獲
得
ま
た
は
、
行
使
の
意
聞
に
認
め
た
献
に
あ
守
的
。

「
濁
占
す
る
己
と
」

白
違
法
性
の
基
準
士
、

規
模
ま
た
は
力
よ
り

制倒

出
向
自
民
皆

L

Q
』
口
。
司
目
白
白
・
7

同
日
日
目

d'
戸

戸

(

冨
H
H
)

同
o
m
E
A
Hず出・

M
M
4
h
v
o
z
m』
位
、
本
稿
ー
と
若
干
呉
っ
た
考
察
を
行
っ
て
い
る
。
な
h
A
J
村
成
和
「
末
閤
反
ト
ラ
ス
ト
法
に
お
け
る
猫
占
正
取

引
制
限
」
北
大
・
法
事
曾
論
集
・
第
二
巻
、
参
照
。

匂

犯

か
く
て
護
人
さ
れ
た
保
理
の
原
則
は
、
同
年
の
ア
メ
リ
カ
・
グ
パ
コ
事
件
、
デ
ュ
ポ
ン
事
件
に
も
適
用
さ
れ
、
こ
れ
ら
持
株
舎
祉
は
、

不
公
玉
競
争
手
段
の
理
由
を
も
っ
て
、
解
散
主
命
ぜ
ら
れ
た
が
、
そ
の
後
む
製
靴
一
幸
町

U
-
S
ス
チ
ー
ル
事
日
併
に
.
い
た
っ
て
は
、
不

問

公
正
競
争
手
段
白
侠
如
白
故
に
、
己
れ

b
の
典
型
的
持
株
曾
駐
に
封
す
る
反
ト
ラ
ス
ト
訴
訟
は
失
敗
に
蹄
し
た
の
で
あ
る
。
友
か
ん
づ

く、

u
・
5
ス
チ
ー
ル
事
件
に
沿
い
て
、
保
理
の
原
則
は
、
「
法
は
躍
な
る
規
模
、
或
は
行
使
さ
れ
た
い
カ
D
存
在
を
遣
法
と
せ
ず
、

か
つ
濁
占
の
期
待
で
は
な
く
、
濁
占
白
賢
現
、
即
ち
組
側
占
の
明
白
夜
行
震
を
禁
止
す
ら
」
と
し
て
、
全
面
的
な
確
認
を
う
け
、
か
つ

τ

全
閣
の
八
割
に
上
っ
た
同
祉
の
銭
鋼
生
産
高
も
五
割
に
減
じ
て
お
り
、
潤
占
は
質
現
さ
れ
た
か
っ
た
こ
と
、
債
格
協
定
平
、
ゲ

l
H
-

デ
ィ
ナ
ー
の
如
き
不
公
正
競
争
方
法
は
訴
の
官
時
中
止
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
理
由
に
、
訴
は
棄
却
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

反
ト
ラ
ス
ト
政
策
1
ζ

「
保
理
の
原
問
」

第
七
十
五
春

占ノ、

第一一「強

ブL



反
ト
ラ
ス
ト
政
紫
色
}
帳
理
由
原
則
」

第
七
十
五
巻

~ ノ、

第
三
雄

O 

制極的制

口・∞・

4
F

〉一目
E
S
M
斗。
E
R
O
O
Y
N
N
H
C
m
H
O
∞

(HUHH)

口
出

d
E
F凶
作
品
ぬ
回

B
E
E
-
出・

H
a
Z
F
E
P
H凶
斗

-cu--)・

一
古
一
八
年
の
本
件
で
は
結
合
契
約

(qMhMtE如
何
)
は
合
法
と
さ
れ
た
が
、

冨
百
台
目
白
司
凸
ザ

4
・
4
・
戸
田
・
凶
日
∞
・
巴
出
品
問
H

(

巴
凶
凶
)

d
出
4

己
目
伴
内
ゐ
即
時

mwE
出件。。】口。
6

4

回
日
・
口
町
色
ヲ

(-so)・

団
。
品
R

E
仏

C
E
H
O
Y
号
丘
町

g
p
a
お
《
岡
田
脇
村
議
大
郎
「
ア
メ

D
カ
に
和
け
る
洞
占
企
業
の
解
幽
」
(
ア
メ

P
力
に
お
け
る
穂
陸
撃
を
骨
計

血
中

L

所
牧
)

a

己
・
印
'
d
F
巴・印・

m
g
o】
口
宮
町
3

日
町
一
戸
弓
田
町
出
寸
・

一
九
二
二
年
の
列
決
に
よ
っ
て
謹
詰
と
さ
れ
た
。

巴

E
E
F
5
0

制側側か
く
て
漸
く
開
始
さ
れ
た
持
株
曾
祉
に
謝
す
る
解
健
訴
訟
は
、
若
干
の
例
外
は
あ
っ
た
と
は
い
九

γ

保
理
の
原
則
の
遁
用
に
よ
っ
て

著
し
く
困
難
よ
な
り
、
か
の
園
際
農
機
合
一
祉
事
件
に
沿
い
て
、
同
祉
が
全
国
農
業
機
械
取
引
高
に
占
め
る
六
四
%
白
比
重
と
、
プ
ラ
イ

ス
・
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
存
在
は
、
同
業
者
間
に
な
ゐ
自
由
な
競
争
が
苧
績
し
て
い
る
と
い
う
理
由
ゼ
、
違
法
て
は
な
い
と
さ
れ
た
。

そ
り
後
、
三
十
年
代
の
末
に
い
た
る
ま
で
、
シ
ャ
l

T

Y
法
に
よ
る
濁
占
規
制
カ
は
有
名
無
貨
と
な
り
、
己
己
に
濁
占
禁
止
の
空
白
期

聞
が
緩
く
こ
と
に
な
っ
た
り
て
あ
る
。

ω 
例
え
ば
、

d
-
F
4
開
2
バ
同
日
間
口

f
回
日
山
口
-
U

旧日

(HC
邑
)
a

持
株
曾
祉
の
重
校
官
の
穂
得
し
た
無
煙
最
の
生
産
、
償
措
、
在
賃
の
帯
械
を
左

右
し
う
る
力
は
、
何
等
企
業
担
替
の
優
秀
さ
か

b
生
じ
た
も
の
で
は
な
く
、
空
間
在
民
的
と
す
る
同
業
曾
枇
買
収
の
結
果
生
じ
た
も
の
で
あ

p
、

か
〈
て
、
獲
得
さ
れ
た
力
そ
の
も
の
が
行
使
さ
れ
る
正
否
正
に
、
か
か
わ

b
ず
連
法
で
あ
る
と
し
た
。

目
白
・

4
H
E
R
E
C
C
E
-
口
P
2臣
官
。
r
N
2
門
戸
町
吉
∞

(HC勾
)

制相
判
占
を
単
な
る
個
人
の
悪
業
に
す
ぎ
ぬ
と
考
え
る
古
典
汲
経
済
的
論
理
は
、
そ
の
幼
稚
さ
に
も
か
か
わ

b
ず
、
調
占
資
本
形
成
の
初

期
的
段
階
に
沿
い

τ、
モ
心
形
成
に
、
い
づ
れ
も
不
公
正
な
競
争
抑
魁
一
手
段
が
援
用
さ
れ
た
事
情
を
考
慮
す
る
と
か
、
シ
ャ

l
マ
ン
法



の
制
定
も
ま
た
現
」
質
的
意
義
を
も
ち
え
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
問
、
事
賢
上
同
法
は
繍
占
に
射
し
て
全
く
適
用
さ
れ
ず
、
濁
占
の
形
成

は
放
任
の
校
態
に
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
ひ
と
た
び
資
本
が
濁
占
資
本
と
し
て
確
立
さ
れ
る
干
、
資
木
は
そ
の
維
持
と
按
大
の
た
め
に
、

必
ず
し
も
常
に
特
別
の
不
公
豆
た
競
争
抑
堅
手
段
を
必
要
と
は
し
友
い
。
そ
の
車
た
る
存
在
自
障
が
、
よ
り
少
さ
い
競
争
者
に
非
協
力

は
自
殺
区
等
し
い
と
と
を
充
分
に
警
告
し
う
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
既
に
競
等
制
限
的
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
異
種
産
業
白
豆
大

倉
祉
が
一
つ
の
宮
古
目
白
仲
間
ECHV
の
傘
下
に
集
中
さ
れ
、
全
措
と
し
て
垂
直
的
結
合

(
2
5
2
H
E
Z民
自
号
ロ
)
白
形
態
を
整
え
る
や
、

こ
の
企
業
は
、
事
業
の
多
様
化
を
利
用
し
、
或
は
輪
選
、
分
配
業
務
、
原
材
料
、
技
術
の
提
供
面
に
沿
い
て
、
或
は
資
源
の
購
入
、
外

部
資
本
の
調
達
、

E
大
企
業
問
の
連
絡
に
お
い

τ、
有
利
在
地
位
に
立
ち
、
更
に
政
治
、
財
政
、
公
共
闘
係
て
の
利
便
等
に
よ
り
、
た

と
え
、
特
定
分
野
ゼ
瀦
占
力
を
有
し
な
く
と
も
、
ま
決
外
部
競
争
者
に
特
別
の
抑
堅
手
段
を
講
じ
な
く
と
も
、
結
果
的
K
競
争
者
世
抑

摩
し
、
取
引
制
限
を
も
た
ら
ナ
こ
と
に
た
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
濁
占
を
産
業
界
の
盗
賊
白
一
関
固
た
も
(
問
。
t
F
日
t
s
E
E
)
の

掠
奪
的
・
競
争
抑
屋
行
震
白
所
産
と
す
る
反
ト
ラ
ス
ト
法
の
論
習
的
蹄
結
た
る
保
理
の
原
則
は
、
彼
等
が
影
を
ひ
モ
め
た
己
の
段
階
l

金
融
資
本
確
立
後
、
に
事
入
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
確
立
さ
れ
た
橋
上
回
を
容
認
す
る
役
割
を
演
じ
た
の
で
あ
っ
た
。
か
く
て
反
ト
ラ

ス
ト
政
策
は
、
濁
占
形
成
期
に
お
い
て
も
、
モ
の
確
立
後
に
治
い
て
も
、
客
観
的
に
は
濁
占
調
策
た
る
の
宜
を
失
う
己
と
に
た
っ
た
の

て
あ
る
。

制

例
え
ば
、
初
期

m
w
E
E品
。
ロ
の
蓄
積
の
椋
梓
た
り
L
、
低
運
賃
、
運
賃
摘
も
ど
し
年
の
不
公
正
手
段
を
み
よ
。
小
原
敬
士
「
ア
メ
リ

J

カ
調
占

資
本
主
義
円
形
成
」
参
照
。

4rJ「色丹内叫〉
E
E
1
J『

円

M
n
R

同
己
円
。
同
国
E
自主

(
S
J「
巳
何
回
レ
同
2
P
E・)目

口
口
開
雪
E
P
L
E仏
可
巴
一
司
自
ム
呂
、
戸
国
門
戸
ロ
仏
2
1
Q
r
o
-
-
8
1自
民
自
2

5
品
目
。
省
長
何
回
目

z
a
d混
同
・

5
5
B
唱白一司・日印
l

日前

l胡叫

瓦
ト
ラ
ス
ト
政
策
と
「
保
理
由
原
則
」

第
七
十
五
砦

~ r、
= 

第

銃



反
ト
ラ
ス
ト
政
策
と
「
帳
理
の
原
則
」

第
七
十
豆
春

~ 
ノ、

巨可

第
=
一
揖

四

反
ト
ラ
占
ス
ト
政
策
の
新
展
開
は
、
後
期
昌
ユ

1
J
7
l
ル
政
策
下
、
一
九
三
八
年
の
反
濁
占
液
書
と
ゐ

日

-
C
D
設
塾
を
ま
作
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
反
ト
ラ
ス
ト
訴
訟
も
己
白
時
代
に
激
増
し
た
民
、
己
の
趨
勢
は
、
故
時
中
の
一
時
的
中

川
州

断
を
経
て
、
戟
後
の
諸
判
例
及
び
セ
ラ

1
委
員
舎
の
活
動
に
っ
た
が
り
、
今
日
に
及
ん

f
h
v
る
。
こ
白
一
連
白
趨
勢
。
か
、

己
れ
に
も
と
ず
く

T
・
N
・

「
新
展
開
」

〉
一
呼
ば
れ
る
ゆ
え
ん
は
、
相
側
占
争
以
て
、
個
人
的
意
固
と
は
濁
立
の
「
盲
目
的
た
経
済
力
の
所
産
」
と
し
て
認
識
し
、
そ
の
封
策
を
資

本
主
義
審
制
度
白
星
と
し
て
探
り
上
げ
よ
う
と
す
る
態
度
に
求
め
ら
れ
タ
と
れ
と
同
時
に
政
策
迎
合
、
従
来
の
向
島
霊

持
か
ら
、
自
由
企
業
髄
叫
の
緋
持
と
い
号
、
主
主
両
決
な
も
の
に
裂
展
し
て
い

h
o

M
開

z
出
Eup町内片岡
O
E
P
O
P
E出
E
m
t
z
w
o
口
出

JPEU吉
宮
内
F
m
回。
E
目
自
由
p
g
E
E主
再
吉

F
o
p
E宙開
F
自由国間

E
色
刷
民
自
日
自
由
"
。
凶

〉
ロ
仲
町
民
邑

Fmz=

制
そ
の
生
誕
事
情
、
人
的
構
成
、
調
査
活
動
範
問
事
に
つ
い
て
は
、
ロ
里
丘
H

ト百
n
v
u
同

H
O
口。ロ
O
B
E
r
g白
。
同
開
。
B
O目
R
旬
。
ョ
♂
包
阜
の
一
一
章

ー
四
章
を
参
照
。

湖
一
九
四

0
年
度
十
二
件
に
針
し
、
四
一
年
度
は
百
十
四
件
。
担
去
十
年
間
の
告
計
八
二
件
よ
り
も
吾
勺
出
血
3
・d
Eご
P
5
・
ガ
カ
臼
田
口
4

側
柏
木
一
郎
「
セ
ラ
7
調
査
委
員
官
の
活
動
に
ワ
い
て
」
公
正
取
引
・
第
七
・
九
最
年
多
用
。

削
判
前
註
i
F
1
ズ
グ
品
ル
ト
の
教
書
E
参
照
。
な
お
都
留
軍
人
「
ア
メ
リ
カ
資
本
主
義
の
展
開
」
七
回
頁
、
「
乙
の
認
識
は
ア
メ

D
カ
と
し
て
会
さ
に

劃
期
的
で
あ
る
」
。

附
巴
同
E
R
r
-
国民間
Em印
刷
関
誌
口
君
。
ョ
E
E
F
E
8・司

E

出
国
・
に
よ
れ
ば
、
自
由
企
業
鴎
制
と
は
、
同
財
産
権
ξ

生
産
手
段
の
私
有
、
例
利
潤
迫
求
の

経
済
的
・
情
理
的
E
営
砲
、
付
設
車
促
誌
の
た
め
の
競
争
、
伺
優
者
報
償
に
針
ず
る
干
静
か
ら
の
自
由
が
翠
げ
与
れ
る
。

倒
防
吉
身
。
片
岡
S
4
Q
q一切
Q
4
2
E古
-

M

V

@

口一
-amoρ
・
「
反
ト
ラ
ス
ト
法
は
、
自
由
企
業
制
度
の
防
波
堤
と
し
て
、
更
に
基
本
的
自
由
の
保
障
と



L
て
必
要
で
あ
る
設
近
に
お
け
る
悲
劇
的
な
世
界
阜
の
多
〈
は
、
凋
占
の
問
題
の
鹿
姐
に
央
敗
L
た
揚
合
の
危
険
を
救
え
る
・
例
え
ば
、

イ
タ
9

1
、
ド
イ
ツ
、
日
本
に
担
け
る
、

EE--:
。
T
-
N
-
E
・C
は
、
そ
自
最
終
報
告
に
お
い
て
、
民
主
主
義
諸
国
が
軍
事
的
勝
利
を
獲
得
す

る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
代
p
、
職
前
よ
P
も
、
は
る
か
に
高
い
集
中
度
、
と
、
回
世
響
力
強
き
、
極
静
的
桔
凪
の
下
に
お
か
れ
る
こ
と
を
珠
言
し
、
こ

れ
と
闘
う
と
と
の
品
要
注
油
べ
て
い
る
。
我
々
が
生
き
残
ら
ん
と
す
れ
ば
、
と
の
忠
告
に
耳
を
傾
け
る
〈
き
で
あ
る
。

L

以
上
の
如
き
濁
占
認
識
白
態
度
は
、
論
酒
的
に
は
新
し
い
樹
占
封
策
と
、
法
瞳
系
の
婚
成
と
な
っ
て
共
値
化
さ
れ
る
べ
き
筈
で
あ
る
。

し
か
る
に
、
調
占
問
題
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
買
は
停
統
的
反
ト
ラ
ス
ト
法
の
強
化
と
、
積
極
的
運
用
む
坊
を
出
て
な
か
っ
た

L
、
現
在

も
ま
た
然
り
で
あ
る
。
己
己
に
「
新
展
開
」
の
矛
盾
と
非
論
理
的
折
衷
が
生
じ
る
。
保
理
の
原
則
導
入
に
よ
っ
て
、
針
策
を
無
カ
佑
し

「
新
展
開
」
は
、

v
h
?
l
T
Y
法
の
論
理
を
否
定
し
た
が

b
、
こ
の
法
に
従
い
相
側
占
を

た
白
は
山
ン
ャ
マ

y
法
の
論
理
で
あ
っ
た
が
、

規
制
す
る
と

w
う
の
で
あ
る
か

b
、
こ
の
こ
と
は
、
僚
母
の
原
則
を
否
認
し
な
が
ら
、
買
は
或
る
程
度
白
保
理
の
原
則
を
噂
入
す
る
と

い
う
矛
盾
と
な
っ
て
現
わ
れ
ざ
る
を
得
な
H
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
に
凹
十
年
代
以
降
の
判
例
堪
論
許
債
の
基
礎
が
ゐ
か
れ
左
け
れ

ば
な
ら
ぬ
。
以
下
に
具
摺
的
判
例
に
お
い
て
、
乙
の
黙
を
槍
詮
す
る
で
あ
ろ
う
。

法
適
用
の
時
換
を
劃
す
る
判
例
は
、

A

・L
・c
-
A事
伽
の
判
決
に
遡
る
。
判
決
要
旨
は
次
白
如
し
。

債
格
協
定
は
嘗
然
に
遣
法
(
】
]
]
内
四
位
]
司
史
的
。
)
と
さ
れ
て
い
る
が
、
濁
占
は
そ
れ
と
同
て
も
し
く
は
、
そ
れ
以
上
の
債
格
決
定
力
を
有
す
る
。
雨
者

の
差
異
は
純
粋
に
形
式
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
債
括
協
定
を
無
線
件
に
非
難
L
、
そ
の
非
難
を
調
占
に
及
ぼ
さ
な
い
こ
も
ι
は
無
賞
味
で
あ
る
。
尤
も
、

調
占
は
、
そ
れ
を
欲
し
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
奥
え
ら
れ
る
場
合
も
あ
り
う
る
。
こ
の
場
合
法
の
誼
用
の
緩
和
も
考
慮
さ
る
べ
骨
だ
が
、
景
識
せ
ず

し
て
圏
内
生
霊
白
濁
占
を
達
成
す
Z
も
の
は
い
な
い
。
首
祉
が
圏
内
み
一
一
需
要
量
に
麿
ず
る
た
め
に
設
備
の
増
大
を
行
っ
て
き
た
事
賓
は
、
濁
占
カ
が
奥

え
ら
れ
た
も
の
で
な
い
こ
と
を
一
訴
す
。
シ
ャ

1
マ
ν
法
第
ご
傑
の
規
定
が
明
白
な
濁
占
の
意
圃
b
t
必
要
と
し
て
い
る
と
解
寸
る
は
無
蔵
味
で
あ
る
。
自

ら
な
し
て
い
る
こ
と
を
知
ら
ず
し
て
狙
占
す
る
濁
占
睦
は
存
し
な
い
。
意
園
は
未
だ
描
占
力
を
有
L
な
い
も
の
り
調
占
の
企
闘
を
詮
明
す
る
場
合
に
白

み
必
要
で
あ
る
。
法
は
「
悪
L
き
ト
ラ
ス
ト
」
を
責
め
「
善
き
ド
ラ
ス
ト
」
を
宥
す
も
の
で
は
な
い
。
な
お
、
供
給
り
九

O
%支
配
は
、
濁
占
を
構
成

反
ト
ラ
ス
ト
政
策
と
「
保
理
由
原
則
」

第
七
十
王
巻

一六
E

第
三
猿



反
ト
ラ
ス
ト
政
策
と
「
保
理
由
原
則
」

第
七
十
王
巷

一
六
六

第
三
競

国

す
る
に
充
分
で
あ
る
。
六
O
!六
四
%
が
濁
占
形
成
に
充
分
で
あ
る
か
ど
う
か
は
問
題
が
あ
る
。
一
一
一
一
一
一
%
で
は
不
充
分
で
あ
る
。
営
祉
の
ア
ル
ミ
ニ
ウ

ム
九
割
支
配
は
調
占
に
該
賞
す
る
。

こ
白
判
例
理
論
は
翌
年
の

7
メ
リ
カ
・
グ
パ
コ
事
併
聞
に
お
い
て
支
持
さ
れ
、
裁
判
所
は
、
調
占
の
存
在
を
判
定
す
る
に
は
必
ず
し
も
、

現
賞
に
競
手
が
排
除
さ
れ
て
い
る
己
と
、
債
格
が
上
げ
ら
れ
た
り
す
る
こ
と
、
を
要
し
な
い
。
必
一
要
な
の
は
、
欲
す
る
と
き
に
債
格
を

上
げ
、
或
は
競
争
者
を
排
除
す
る
己
と
D
で
き
る
力
の
存
在
て
あ
る
と
し
、
意
園
に
つ
h
亡
は
、
形
式
的
な
協
定
等
が
違
法
性
の
構
成

に
必
ず
し
も
必
要
て
は
な
く
、
意
固
は
、
購
買
・
販
責
保
件
等
の
決
定
に
お
け
る
共
同
歩
調
か
ら
、
邸
ち
一
一
週
の
行
震
か
ら
措
置
明
て
き

る
と
し
た
。
こ
の
理
論
は
映
霊
関
係
の
ゴ
一
大
事
山
怖
の
判
決
て
も
確
認
さ
れ
た
が
、
こ
の
う
ち
、
グ

F
7
イ
ス
事
件
に
治
い
て
は
、
次
。

如
ノ
、
、
越
ベ

b
れ
た
。

調
占
は
第
一
傑
に
蓮
反
す
る
取
引
制
限
行
鱈
に
よ
っ
て
、
獲
得
、
維
持
、
鵠
大
さ
れ
る
場
合
に
は
、
第
二
候
違
反
白
目

Q
E唱
]
町
民
自
ν

と
な
る
と
い

う
白
が
通
例
で
あ
る
が
、
第
二
傑
は
、
共
謀
、
ま
た
は
結
合
と
は
無
闘
係
に
、
調
占
L
、
ま
た
は
猫
占
を
企
闘
す
る
こ
k
を
禁
巳
て
い
る
白
で

ιる
か

ら
、
調
占
カ
は
第
一
傑
に
逗
瓦
せ
ず
し
て
合
法
的
に
取
得
さ
れ
た
も
白
吉
あ
っ
て
も
、
そ
れ
自
値
が
悪
で
あ
り
、
行
使
さ
れ
な
く
と
も
、
第
二
保
護
反

で
あ
る
。
蓋
し
、
第
二
傑
は
、
有
設
な
市
場
支
配
力
の
獲
得
、
又
は
維
持
を
禁
ず
る
恥
ら
で
あ
る

G

同
開
口
・
印
・
〈
-
K
E
E
E
F・
邑
智
M
g
o
t
-島
田
町
乱
・
日
仏
'
色
白
(
出
品
問
)
本
件
は
、
金
闘
ア
ル
ミ
品
拘
ツ
ム
生
産
の
九
割
を
支
配
す
る
首
位
の
第
二

傑
蓮
反
事
件
。

側

四

-
m
d
E
3
5
E
叶
。

r
i
p∞
凶
∞
司
目
白
宣
・

(HEO)・
本
件
は
士
一
大

2
2業
者
百
十
セ
ン
ト
煙
車

5
き
、
七
割
か
ら
九
割
主
滴

占
し
、
目
白
ち
の
]
白
色
白
印
rH喝
を
行
つ
も
κ
乙
と
に
封
ナ
る
第
二
保
違
反
事
件
。
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叫
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HJ5Eお
mωω
ゆ

d
m
日∞
H

臨時以
上
の
最
近
白
判
例
理
論
に
よ
っ
て
、
調
占
に
つ
い
て
は
、
そ
の
力
を
獲
得
し
た
方
法
の
如
何
を
関
わ
ず
、
そ
の
カ
の
存
在
モ
の
も



の
1
規
模
そ
の
も
の
、
が
違
法
で
あ
る
こ
と
、
意
固
は
モ
の
力
の
在
在
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
推
定
さ
れ
う
る
乙
と
が
一
不
さ
れ
た
如
く
て

凶

あ
る
。
こ
れ
を
前
章
の
ス
グ
Y
グ
1
F
・
オ
イ
ル
、

U
・

s-
ス
チ
ー
ル
に
関
す
る
判
決
と
比
較
す
る
に
、
保
理
の
原
則
の
後
退
は
一

か
か
る
行
潟
を

極
め
て
明
か
で
あ
る
。

違
法
性
白
基
準
は
、
今
や
停
統
的
に
固
執
し
き
た
っ
た
競
争
制
限
的
行
潟
て
は
な
く
、

必
然
化
す
る
力
の
所
有

1
規
模
、
或
は
欣
態
目
目
機
構
そ
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
の
如
〈
て
あ
ふ
V

而
し
て
、

由

民

REHro仲
間
宣
告
自

E

3
に
よ
る
シ
ャ
I

T

Y
法
の
新
し
い
解
緯
は
、

4
2目

F
O
S
S
E
-、
の
成
立
を
意
味
す
る
と
さ
え
い

的

わ
れ
、
政
策
の
新
展
開
に
照
隠
す
る
新
判
例
理
論
の
い
わ
ば
積
極
的
側
面
を
た
ず
υ

見

か
か
る
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2.H巴む宮除均4
.
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し
か
し
、
か
よ
う
に
新
判
例
理
論
が
、
担
制
占
カ
の
存
在
モ
の
も
の
を
以
て
蓮
法
と
し
、
保
坦
の
原
則
を
全
面
的
に
担
舌
す
る
に
い
た

同

っ
た
と
断
ず
る
こ
と
が
正
賞
て
あ
る
か
、
否
か
に
つ
い
て
は
、
今
日
-
部
の
論
者
の
聞
に
な
お
異
論
が
あ
る
。
次
に
判
例
理
論
の
消
極
的

側
面
に
立
入
り
、
己
の
鮪
を
簡
単
に
検
討
し
て
お
己
う
。
と
E
P
の
九
割
の
生
産
調
ト
ロ
と
い
う
典
型
的
た
第
二
保
護
反
事
件
に
お
い
て
、

判
事
は
叙
上
白
如
く
、
濁
占
力
の
保
持

1
規
模
モ
の
も
の
を
蓬
法
と
し
が
ら
、
他
方
て
は
決
心
如
く

J
5
5唱。
7
2
邸
ち
行
鴛
を
基
準

と
す
る
判
断
原
理
に
も
立
脚
せ
ん
と
し
て
い
る
。
念
の
た
め
原
文
心
一
部
は
、
二
士
凶
。
宮
口
E
F日
{O司
E
E
z
m
O
R
E
n
s
.
F邑
E
O
F
S

E
S。
]UQq二
F
E
H円
E
Q由。司
OHHNO白
巴
呂
町
問
。
仲
間
ロ
ド
片
山
内
OHE

-
E
E
O司
o
q
E『
r
P
4
0
F
O
S
F
5
2ち
白

再

三

こ
こ
に
典
え
ら
れ
る
(
任
Eω
円
高

E
)
と
い
っ
て
い
る
己
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
後
綾

ω
原
文
を
引
用
す
る
い
と
ま
は
な
い
が
、

と
な
っ
て
い
る
が
、

反
ト
一
フ
ス
}
政
策
と
「
僚
理
の
原
則
」

第
七
+
玉
砕
信

一
六
七

第

肢

五
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ラ
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政
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傑
理
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原
則
」

第
七
十
王
者

一
六
八

第

鵠

」ーノ、

要
す
る
に
そ
れ
は
、
市
場
支
配
を
欲
し
た
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
』

H2P
に
そ
わ
が
押
し
づ
け
に
血
ハ
え
ら
れ
た
も
の
か
ど
う
か
、

支
配
を
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
も
の
一
の
た
め
に
存
す
る
例
外

1
法
適
用
の
緩
和
に
常
祉
が
該
賞
す
る
か
、
否
か
を
問
題
に
し
上

う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
而
L
て
営
祉
の
事
業
活
動
心
中
に
支
配
の
意
図
を
見
出
す
こ
と
に
上
つ
一
て
、
そ
れ
が
興
え
ら
れ
た
も
の
ぜ

な
い
こ
と
を
結
論
し
た
の
で
あ
h
o
ま
た
判
決
は

E
2
3
8。
-
可
、
‘
と

J
5
5唱
に

EF--u
ー
と
を
区
別
し
、
ま
た
常
一
耽
が
特
許
期
聞

に
よ
る
法
的
弱
占
喪
失
後
も
、
そ
の
地
伎
の
一
維
持
心
た
め
、
積
極
的
に
作
怨
し
た
こ
と
を
遼
法
と
し
て
沿
り
、
こ
れ
ら
の
鮪
か
ら
川
判
断
す

る
と
濁
占
力
の
車
な
る
存
在
そ
の
一
も
の
を
非
難
し
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
更
に
、
ア
メ
リ
カ
・
グ
パ
コ
事
件
及
び
映

霊
曾
祉
事
件
に
お
い
て
、
裁
判
所
は
紋
上
白
如
〈
、
競
争
者
を
排
除
す
る
と
と
り
で
き
る
カ
の
存
在
を
指
摘
す
る
こ
と
を
以
て
、
第
二

降
蓬
反
の
一
根
擦
と
し
た
が
、
し
か
も
な
お
瀦
占
す
る
に
は
、
相
判
占
カ
を
利
用
せ
ん
と
す
る
意
国
が
伴
わ
れ
れ
ば
た
ら
ぬ
と
の
但
し
書
を

添
え
、
し
か
る
後
、
力
及
び
必
要
注
意
圏
は
一
連
の
行
震
の
う
ち
に
見
出
さ
れ
る
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
と
の
と
と
は
行
常
を
違
法
性

心
袈
準
と
す
る
反
ト
ラ
ス
ト
法
白
停
統
的
法
習
の
一
隅
懲
戒
を
意
味
す
る
に
他
去
ら
ゆ
な
川
。

一
派
の
論
者
は
新
判
例
に
治
い
て
も
、

5
3
F
E
R
U
D護
法
性
は
、

阜
在
る
瀦
占
力
白
享
受
(
M

耳
目

2
3
5件
。
問
自
。

E
3
q
3
3
)
に
存
す
る
白
て
は
た
く
、

占
力
を
獲
得
、
維
持
せ
ん
と
す
る
不
営
た
行
震
に
あ
る
と
し
、
修
理
の
一
原
則
の
導
入
が
桓
否
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
主
慢
す
る
品
、
同
ぞ 耳謂

の
論
旨
に
も
ま
た
聞
く
べ
き
射
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
と
同
時
に
、
か
か
る
一
一
択
の
見
解
に
沿
い
て
は
、
間
?
な
る
繍
占
力
の
享
受

と、
L
正
常
な
競
争
手
段
以
上
の
手
段

rよ
る
猫
占
力
白
行
使
と
心
聞
に
、
如
何
た
る
直
別
が
存
す
る
や
に
つ
h
て
は
が
ず
し
も
明
確
J
し

山
間

在
hv
。
己
白
叶
闘
は
現
在
も
論
争
'
甲
て
あ
り
、
こ
こ
に
深
く
立
入
る
徐
裕
は
な
い
が
、
た
だ
我
々
は
、
以
上
に
よ
っ
て
‘
四
十
年
代
以
降

D
新
判
例
も
‘
決
し
て
僚
瑠
の
原
則
を
企
画
的

r拒
否
す
る
も
白
て
を
い
と
と
を
知
り
う
れ
ば
足
り
る
。
修
理
の
原
則
の
放
棄
明
て
は
な

え
い
わ
ゆ
る
、
稀
薄
化
(
主
主
自
〉
が
み
ら
れ
加
と
さ
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
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村
成
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前
掲
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E
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E
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E
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E
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s
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F
日

H
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駐車同

同
P
F
W
U
H
Z白

〉
門
前

w
d
B
E
M
F
E

最
後
に
新
判
例
が
、
行
免
よ
り
も
力
士
中
心
に
考
え
る
傾
向
に
あ
り
、
力
は
市
場
支
配
と
し
て
認
識
さ
れ
る
と
は
い
え
、
こ
白
支
配

力
に
づ
い
て
は
、
前
越
の
如
く
、

ー
供
給
の
六

O
%支
聞
で
充
分
で
あ
る
か
ど
う
か
は
疑
問
て
あ
担
、
一
三

と
断
じ
、
相
営
高
度
心
支
配
力
士
遣
法
と
し

τ
い
る
貼
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
己
の
賄
、
債
格
協
定
そ
の
他
白
、
紋
上
の
「
ゆ
る
い

結
合

L
t営
然
に
違
法
と
す
る
法
趨
用
に
比
し
、
著
し
く
緩
い
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

従
ヲ
て
「
ゆ
る
い
結
合
」

(円。。
ω

。。。
E
E

E
gロ
〉
と
「
か
た
い
結
合
」
(
の

F
B
g
u
g
z
E
g
b
)
に
謝
す
る
法
適
用
基
準
白
緩
巌
白
相
違
は
、

四
十
年
以
降
の
判
例
に
治
い
て

も
ま
た
、
か
在
り
明
確
に
看
取
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。

五

反
ト
ラ
ス
ト
政
策
の
親
展
開
が
、
濁
占
を
必
仲
間
的
所
産
と
じ
て
認
識
し
つ
つ
も
、
シ
ャ
マ

γ
法
の
積
極
的
運
用
に
よ
っ
て
問
題
主

庭
理
し
よ
う
と
し
た
限
り
、
調
占
針
策
の
限
井
心
問
題
も
ま
た
、
抽
出
端
か
ら
不
可
避
的
に
課
せ
ら
れ
て
い
た
と
い
う
己
と
が
で
き
る
o

調
占
針
策
白
木
来
的
形
態
は
、
濁
占
の
全
面
的
排
除

1
解
憎
か
、
漏
占
心
公
共
機
関
に
よ
る
統
制
か
、
白
い
ず
れ
か
の
形
態
以
外
に
は

あ
り
え
な
い
。
謂
占
が
経
済
白
必
然
的
所
産
で
あ
る
と
す
る
認
識
民
た
て
ば
、
猫
占
の
全
面
的
解
闘
は
不
可
能
と
考
え
ら
れ
る
筈
ゼ
あ

日
、
続
占
を
容
認
し
、
更
に
は
、
そ
の
計
室
性
・
安
定
作
用
主
認
め
、
こ
れ
を
統
制
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
て
行
わ
れ
た
後
者
の
形
態
が
、

反
ト
フ
ス
ト
世
筑
と
「
帳
理
由
原
則
」

第
七
十
五
巻

一
六
九

事

抗

士
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T
政
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と
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僚
理
の
原
則
」

第
七
十
五
巻

一E
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第

鵠

ノ、

同

よ
り
週
明
た
形
態
と
し
て
探
用
さ
れ
る
可
能
性
も
た
く
は
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
新
展
開
陀
お
い
て
こ
の
形
態
が
採
用
さ
れ

な
か
っ
た
根
援
は
何
か
。
そ
れ
は
、
反
ト
ラ
ス
ト
法
の
擁
護
せ
ん
と
す
る
閏
由
企
業
値
制
の
方
が
、
濁
占
の
事
業
活
動
に
つ
い
て
不
断

の
監
督
と
統
制
を
は
か
る
耀
制
工
り
も
、
費
用
及
び
債
格
の
V

ベ
ル
、
資
本
の
エ
コ
ノ
ミ
ッ
ク
・

7
ロ
ケ
イ
シ
ヨ
ン
に
闘
し
て
、
よ
り

公

a
k舟
興
す
る
と
い
う
主
一
脚
に
裏
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
に
他
社
ら
た
い
。
更
に
そ
れ
は
、
問
白
企
業
慌
制
は
デ
モ
グ
ラ

v
ー
を
促

進
し
た
向
、
民
主
主
義
的
資
本
主
義
の
複
雑
な
る
問
題
に
針
す
る
印
投
稿
用
は
な
h
か
b
、
我
々
白
書
障
は
普
炉
、
悪
か
て
は
た
〈
、
次

善
か
、
次
悪
か
で
あ
る
。
た
と
え
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
完
全
か
ら
隔
っ
て
い
よ
う
と
も
、
我
々
は
反
ト
ラ
ス
ト
法
の
理
念
の
賓
現
の
努
力

を
捨
て
去
っ
て
は
な
ら
旬
、
と
H
う
政
治
的
信
僚
と
も
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
反
ト
ラ
ス
ト
政
策
の
限
界
全
意

識
し
た
が

b
も
、
た
お
か
つ
、
そ
り
倖
統
に
従
う
方
が
、
公
共
統
制
に
代
替
さ
れ
る
上
り
も
、
上
り
パ
プ
リ
ァ
ク
・
ポ
ロ
シ
イ
に
忠
賓

m仰

て
あ
る
と
す
る
立
場
が
今
日
の
潤
占
針
策
の
方
向
を
規
定
し
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
僚
理
の
原
則
の
稀
薄
化
は
、
か
か
る
方
向

に
治
け
る
濁
占
針
策
強
化
の
所
震
と
し
て
評
倶
さ
れ
ね
ば
志

b
ぬ。

申。
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「
シ
ャ
1

マ
シ
桔
は
、
よ
ろ
し
〈
、
近
代
産
業
に
お
け
る
潤
占
ー
と
寡
占
の
技
楠
的
不
可
避
性
を

確
認
す
る
法
律
償
請
に
と
つ
で
代
ち
る
べ
き
で
泌
る
」
。
な
お
、
後
者
の
形
態
と
し
て
は
、
一
九
二
三
年
の
ド
イ
ツ
の
カ
ル
テ
ル
立
法
を
参
照
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却
前
、
反
ト
ラ
ス
t
政
策
円
圏
念
が
、
自
由
企
業
概
制
擁
護
に
担
か
れ
て
い
る
ー
と
い
う
と
を
左
、
ア
メ
ヨ
カ
潤
占
香
本
主
義
の
担
段
階
に
お
い
て
、

自
由
企
業
睦
制
擁
護
と
い
う
と
唱
と
が
、
現
質
的
忙
何
を
意
味
す
る
か
、
唱
と
い
う
問
題
と
は
自
b
別
で
あ
る
。
後
者
の
問
題
を
取
担
う
と
と
は
、
本

稿
白
目
的
か
b
そ
れ
る
が
、

ζ

乙
で
、
ま
の
貼
忙
注
意
を
し
て
お
〈
乙
左
が
、
必
要
で
あ
る
う
。
一
-
ェ

I
J
ア
ー
ル
以
降
問
問
紐
済
は
、
ハ
HE-

00) (6功例層力



。n
E
5目
『
の
名
で
知
ら
れ
る
如
く
、
世
府
四
経
済
に
針
す
る
著
大
な
復
割
を
特
徴
左
ず
る
。
し
か
も
政
府
の
品
共
投
資
、
特
定
置
業
円
規
制
、
な

か
ん
ず
〈
、
問
防
生
産
法
に
も
と
づ
〈
紹
静
統
制
年
が
、
「
自
由
」
「
競
争
」
と
は
凡
そ
針
跡
的
で
あ
る
ζ

と
は
明
白
で
あ

F
、
加
う
る
に
、
と

れ
ら
政
府
活
動
が
、
巨
大
葉
本
の
集
中
の
栢
梓
k
な
っ
て
い
る
貼
も
見
逃
ナ
わ
け
に
は
ゆ
か
た
川
口

z
m
E
E
E聞
の
支
配
下
に
た
ワ
と
い
わ
れ

る
同
園
盛
代
の
政
植
は
、
口
で
自
由
企
業
擁
護
を
唱
え
っ
ヮ
、
政
策
の
現
質
的
致
果
に
お
い
て
、
こ
れ
を
否
定
し
て
い
る
と
い
う
も
温
言
で
は
な

い。

L
て
み
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
、
自
由
企
業
去
は
、
調
占
資
本
の
全
能
を
覆
い
か
く
ナ
自
由
玉
義
的
修
酔
で
あ

nJ
、
自
由
企
業
陸
制
擁
護
と
位
、

本
質
的
に
は
、
澗
占
資
本
主
義
曲
目
制
の
擁
護
に
他
な

ιな
い
主
も

ν
え
上
う
。
民
ト
ラ
ス
ト
政
策
も
、
自
由
企
業
盤
制
擁
護
を
目
的
ー
と
す
る
限

E
、

こ
の
立
場
が
、
現
般
制
を
維
持
せ
ん
左
ナ
る
巨
大
淵
占
資
本
山
戦
時
の
立
場
と
謹
ぶ
と
と
る
が
な
い
、
-
と
い
ろ
批
判
と
の
封
決
を
、
主
ぬ
が
れ
る

乙
唱
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
貼
に
閲
す
る
考
察
は
別
の
機
舎
を
主
た
ね
ば
な
ら
ぬ
。

反
ト
ラ
ス
ト
政
策
と
寸
傑
理
由
原
則
」

第
七
十
五
巻

七

第

漉

プL




